
◎
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
二
月
一
六
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会

）

○
中
川
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
財
政
運
営
に
必
要
な

財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か

ら
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。
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…
…
…
…
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…
…
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…
…
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略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

政
府
は
、
現
下
の
経
済
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
安
心
で
活
力
あ
る
経

済
社
会
の
実
現
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
住
宅
・
土
地
税
制
、
法
人
関
係
税

制
、
中
小
企
業
関
係
税
制
、
相
続
税
制
、
金
融
・
証
券
税
制
、
国
際
課
税
、

自
動
車
課
税
等
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
本
法
律
案
を
提

出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
住
宅
・
土
地
税
制
に
つ
き
ま
し
て
、
住
宅
借
入
金
等
に
係
る

所
得
税
額
控
除
制
度
の
適
用
期
限
を
延
長
し
た
上
、
最
大
控
除
可
能
額
を

大
幅
に
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
等
に
係
る
所
得
税
額

控
除
制
度
の
創
設
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
取
得
し

た
土
地
等
の
長
期
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
制
度
の
創
設
等
を
行
う
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
法
人
関
係
税
制
に
つ
き
ま
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
改

革
推
進
設
備
等
の
即
時
償
却
の
創
設
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
中
小
企
業
関
係
税
制
に
つ
き
ま
し
て
、
中
小
法
人
等
の
法
人

税
の
軽
減
税
率
を
引
き
下
げ
る
ほ
か
、
中
小
法
人
等
へ
の
欠
損
金
の
繰
り

越
し
に
よ
る
還
付
制
度
の
適
用
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
相
続
税
制
に
つ
き
ま
し
て
、
非
上
場
企
業
等
に
係
る
相
続
税

及
び
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
を
創
設
す
る
ほ
か
、
農
地
等
に
係
る
相
続

税
の
納
税
猶
予
制
度
を
見
直
す
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

五
に
、
金
融
・
証
券
税
制
に
つ
き
ま
し
て
、
上
場
株
式
等
の
配
当
等

及
び
譲
渡
所
得
等
に
係
る
軽
減
税
率
の
特
例
を
延
長
す
る
等
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
六
に
、
国
際
課
税
に
つ
き
ま
し
て
、
外
国
子
会
社
か
ら
の
配
当
に
つ

い
て
益
金
不
算
入
と
す
る
制
度
の
導
入
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
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す
。第

七
に
、
自
動
車
課
税
に
つ
き
ま
し
て
、
一
定
の
環
境
性
能
を
有
す
る

自
動
車
に
係
る
自
動
車
重
量
税
を
免
税
す
る
措
置
の
創
設
等
を
行
う
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
八
に
、
附
則
に
お
い
て
、
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
関
す
る
検
討
の

規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
住
宅
用
家
屋
に
係
る
所
有
権
の
移
転
登
記
に
対
す
る
登
録
免

許
税
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
な
ど
、
適
用
期
限
の
到
来
す

る
特
別
措
置
の
延
長
、
既
存
の
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
の
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発

行
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の

内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

三
ペ
ー
ジ
目
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
最
後
で
、
平

成
二
十
一
年
及
び
平
成
二
十
二
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
四
ペ
ー

ジ
目
の
第
三
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
中
小
法
人
等
へ
の
欠
損

金
の
繰
り
戻
し
、
私
は
繰
り
越
し
と
申
し
上
げ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、

繰
り
戻
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
四
に
、
相
続
税
制
に
つ
い
て
、

非
上
場
株
式
、
非
上
場
企
業
と
申
し
上
げ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
非
上
場
株
式
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
失
礼
を
い
た
し
ま
し
た
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
二
月
二
七
日
）

○
田
中
和
徳
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
安
心
で
活
力
あ

る
経
済
社
会
の
実
現
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
制
度
の
適

用
期
限
の
延
長
、
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
土
地
の
譲
渡
益
の
特
別
控
除

制
度
の
創
設
等
を
行
う
ほ
か
、
法
人
関
係
税
制
、
中
小
企
業
関
係
税
制
、

相
続
税
制
、
金
融
・
証
券
税
制
、
国
際
課
税
、
自
動
車
課
税
等
に
つ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
去
る
二
月
十
二
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
六
日
中
川
財

務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
十
九
日
か
ら
質
疑
に
入

り
ま
し
た
。
二
十
六
日
に
は
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
本
日
麻
生
内

閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
質
疑
を
行
う
な
ど
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
、
質
疑

を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
の
後
、
順
次
採
決
い
た
し
ま
し

た
と
こ
ろ
、
両
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
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得
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す
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法
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な
お
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が

付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
二
月
二
七
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

納
税
者
数
の
増
加
、
滞
納
状
況
の
推
移
、
高
齢
化
の
進
展
な
ど
に
よ

る
納
税
環
境
の
変
化
、
経
済
取
引
の
国
際
化
・
広
域
化
・
高
度
情
報
化

に
よ
る
調
査
・
徴
収
事
務
等
の
複
雑
・
困
難
化
に
よ
る
業
務
量
の
増

大
、
納
税
者
の
納
税
意
識
の
更
な
る
向
上
の
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
税

務
執
行
の
重
要
性
及
び
徴
税
等
真
に
必
要
な
部
門
に
は
適
切
に
定
員
を

配
置
す
る
と
い
う
政
府
方
針
を
踏
ま
え
、
適
正
か
つ
公
平
な
賦
課
及
び

徴
収
実
現
の
た
め
の
国
税
職
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
定
員
削

減
計
画
に
と
ら
わ
れ
ず
、
増
員
を
含
む
定
員
の
確
保
を
行
う
と
と
も

に
、そ
の
た
め
の
税
務
行
政
執
行
に
係
る
予
算
措
置
を
図
り
、更
に
は
、

高
度
な
専
門
知
識
を
要
す
る
職
務
に
従
事
す
る
国
税
職
員
の
処
遇
改

善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
特
段
の
努
力
を
行
う
こ

と
。

一

高
度
情
報
化
社
会
の
急
速
な
進
展
に
よ
り
、
経
済
取
引
の
広
域
化
・

複
雑
化
及
び
電
子
化
等
の
拡
大
が
進
む
状
況
下
で
、
従
来
に
も
増
し
た

税
務
執
行
体
制
の
整
備
と
、
事
務
の
機
械
化
の
充
実
に
特
段
の
努
力
を

行
う
こ
と
。

一

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
税
制
上
の
特
例
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
そ
の
利
用
状
況
の
把
握
や
検
証
の
あ
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検

討
を
深
め
る
と
と
も
に
、
租
税
特
別
措
置
の
政
策
目
的
の
緊
急
性
、
政

策
効
果
の
有
無
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
今
後
と
も
一
層
の
整
理
・
合
理
化

の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
）

○
円
よ
り
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
現
下
の
経
済
・

財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
安
心
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
の
実
現
に
資
す
る

観
点
か
ら
、
住
宅
・
土
地
税
制
、
法
人
関
係
税
制
、
中
小
企
業
関
係
税
制
、

相
続
税
制
、
金
融
・
証
券
税
制
、
国
際
課
税
、
自
動
車
課
税
等
に
つ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
内
閣

総
理
大
臣
に
対
す
る
質
疑
を
行
う
と
と
も
に
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取

し
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
金
利
変
動
準
備
金
の
準
備
率
の
適
正
な
水

準
、
経
済
対
策
と
し
て
の
財
源
の
在
り
方
、
所
得
税
法
等
改
正
案
附
則
に

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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規
定
さ
れ
て
い
る
税
制
抜
本
改
革
の
方
向
性
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
拡
充

に
よ
る
経
済
効
果
、
法
人
実
効
税
率
の
水
準
の
在
り
方
、
所
得
再
分
配
機

能
の
回
復
に
向
け
た
今
後
の
政
府
の
取
組
等
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民
主
党
・
新
緑
風
会

・
国
民
新
・
日
本
を
代
表
し
て
喜
納
昌
吉
委
員
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
大
門
実
紀
史
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
両
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見

が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
少

数
に
よ
り
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
は
、
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
、
憲
法
第
五
九
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
再
可
決
し
た
。

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
〇


